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国民年金だより

国民年金はあなたの味方です!

国民年金付加年金制度を使って、よりお得に！

日本国内にお住まいの20歳以上60歳未満の方には、「国民年金に加入して保険料を納めること」が法
律で義務付けられています。「年金なんて…」と思われるかもしれませんが、国民年金は、老後だけでなく、
安心でお得な現役世代の強い味方です。

国民年金の一般保険料に加えて付加保険料（月々 400円）を納めると老後の給付（老齢基礎年金）に
付加年金が上乗せされます。
付加年金の年金額は、200円×付加保険料納付月数となります。
お住まいの市区町村役場または年金事務所にてお手続きいただけます。
※国民年金基金に加入している方、免除等を受けられている方は付加保険料を納めることはできません。

■老後を支える終身保障です！
●老後の給付（老齢基礎年金）は、終身で受け取れる一生涯の保障です。

■万が一の時も保障されます！
●けがや病気などが原因で一定の障害が残ったときには「障害基礎年金」が、死亡したときには、残
された家族に「遺族基礎年金」が支給されるなど、現役世代の保障も充実しています。

■社会保険料控除が受けられます！
●納めた保険料の全額が所得から控除されます。

■年金を受け取る条件が緩和されます！
●保険料を40年納めることが原則ですが、万が一、納めることができなかった場合でも、25年あ
れば必要な期間※を満たすことができます。
さらに、この期間は消費税率10％への引き上げ時（平成29年4月）に25年から10年に短縮さ
れる予定です。
※老後の年金を受け取るのに必要な期間（納付や免除等の期間）です。

▶国民年金が “安心” な理由
国民年金は国が運営！
●国が責任をもって運営しているので、安心です。
●基礎年金支給額の2分の1は、国が負担しています。
　（未納のままですと、この国庫負担金も含めて受給できません。）

▶国民年金が “お得” な理由

▶“国民年金付加年金制度” とは


